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「小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」のあらまし  

 

Ⅰ  はじめに 

    小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（以下「条例」という。）は、駐

車場法第２０条に基づき、良好な交通環境の形成と住みよい街づくりに寄与することを目

的に、建築物の新築、増築又は大規模の修繕等をしようとする場合の、駐車施設の設置等

について必要な事項を定めたものです。  

 

Ⅱ  条例の内容 

  １．適用区域 （適用区域概略図参照） 

適用区域については下表の２地域・地区に分れております。この地域・地区と次の、

建物の用途区分との組み合わせにより、それぞれに附置の条件が異なってきます。  

 

                       

             

                                       

 

                                            

 

 

  ２．適用される建築物の用途区分 

適用される建築物の用途については下表のように特定用途と非特定用途の２種類に

分れており、さらに、それぞれ特定用途は２種類、非特定用途は３種類の合計５種類

に分類されます。 

 

特 定 用 途 
① 百貨店その他の店舗 

② ①以外の特定用途  （ｐ６参照） 

非 特 定 用 途 

③ 単身者用共同住宅、寄宿舎又は下宿  

④ ③以外の共同住宅 

⑤ ③④以外の非特定用途 

            

  

駐車場整備地区 

商  業  地  域 

・小田原駅周辺商業地域 

・中里地区商業地域 
約８３ ｈａ 

周  辺  地  区 
・小田原駅周辺商業地域の周辺部 

・鴨宮駅の周辺部           
約２３３ ｈａ 
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  ３．適用を受ける建築物の規模 

 

地 区・地 域 用 途 の 別 
延 べ 面 積  

（Ｔ） 
（駐車施設部分を除く） 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

特定用途のみの 

建築物 

１,０００㎡を超えるもの 

※（２,０００㎡） 

非特定用途のみの 

建築物 

２,０００㎡を超えるもの  

※（荷さばき用適用除外） 

特定用途と 

非特定用途が 

一緒になった建築物 

特定用途に供する部分の床面積と、 

非特定用途に供する部分の床面積  

に１／２を乗じた面積の合計が、 

１,０００㎡を超えるもの 

※（２,０００㎡） 

周 辺 地 区 
特定用途に供する 

床面積 

２,０００㎡を超えるもの 

※（３,０００㎡） 

      

        ※（       ）の数値は、荷さばき駐車場附置の適用をうける下限床面積  

 

  ４．附置義務台数の算定基準 

    

地 区・地 域 用 途 の 別 台     数 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

特

定

用

途 

① 百貨店その他の店舗 １５０㎡毎に１台 

② ①以外の特定用途 ２５０㎡毎に１台 

非

特

定

用

途 

③ 
単身者用共同住宅、 

及び寄宿舎又は下宿 
計画人口の１／５以上 

④ ③以外の共同住宅 計画戸数の１／３以上 

⑤ ③④以外の非特定用途 ４５０㎡毎に１台 

周 辺 地 区  特定用途 ２５０㎡毎に１台 
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  ５．延べ面積が６,０００㎡未満の場合の附置義務台数緩和措置 

延べ面積が６,０００㎡未満の場合は緩和措置があり、下記の緩和式により附置義務

台数を軽減することができます。（共同住宅は除きます。）  

  

（１）駐車場整備地区・商業地域  

                      １,０００㎡×（６,０００㎡－建築物の延べ面積） 

             １ － 

  ６,０００㎡×（Ｔ）－１,０００㎡×建築物の延べ面積 

 ※（Ｔ）は、３．の表の適用を受ける建築物の規模「延べ面積（Ｔ）」による  

   

（２）周辺地区 

 ６,０００㎡－建築物の延べ面積 

              １－ 

 ２×建築物の延べ面積 

 

  ６．荷さばき駐車施設の附置義務台数の算定基準 

地 区・地 域 用 途 の 別 台     数 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

百貨店その他の店舗 ３,０００㎡毎に１台 

事務所用途 ５,０００㎡毎に１台 

倉庫用途 １,５００㎡毎に１台 

上記以外の特定用途 ４,０００㎡毎に１台 

周 辺 地 区 特定用途 ５,０００㎡毎に１台 

 

 

  ７．延べ面積が６,０００㎡未満の場合の荷さばき駐車施設の附置義務緩和措置 

延べ面積が６ ,０００㎡未満の場合は荷さばき駐車施設の附置についても緩和措置

があり、下記の緩和式により附置義務台数を軽減することができます。 

 

  （１）駐車場整備地区・商業地域  

                    ６,０００㎡－建築物の延べ面積 

            １－ 

 ２×建築物の延べ面積 

  （２）周辺地区 

  ６,０００㎡－建築物の延べ面積 

            １－ 

 建築物の延べ面積 
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  ８．大規模事務所の逓減措置 

事務所用途部分の延べ面積が１０,０００㎡を超える建築物については、駐車場の附

置義務台数算定の基礎となる床面積が次のように逓減されます。  

 

事務所床面積 基礎となる床面積 

10,000 ㎡まで            事務所床面積（以下「Ｓ」）どおり  

10,000 ㎡超～ 

          50,000 ㎡まで 
10,000＋（Ｓ－10,000）×0.7 

50,000 ㎡超～ 

100,000 ㎡まで 

10,000＋40,000 ×0.7 

＋（Ｓ－50,000）×0.6 

100,000 ㎡超            
10,000＋40,000 ×0.7 ＋50,000 ×0.6 

＋（Ｓ－100,000）×0.5 

 

  ９．増改築等をした場合の附置義務台数の算定方法 

増改築をした場合は次の算定式により附置義務台数を算定することになります。  

 

増改築等後の建築物を新築とみなした時に、この条例  

の規定により設置しなければならない駐車施設の台数  
Ａ 

増改築等前の建築物を新築とみなした時に、この条例  

の規定により設置しなければならない駐車施設の台数  
Ｂ 

増改築等前の建築物又は建築物の敷地内に既に設置し  

ている駐車施設の台数 
Ｃ 

 

とすると 

（１）Ｂ≧Ｃの場合 

          ・新たに設置しなければならない台数は          Ａ－Ｂ 

  （２）Ｂ＜Ｃの場合  

          ・新たに設置しなければならない台数は          Ａ－Ｃ 

   ※この基準以外にも、荷さばきのための駐車施設の基準や１台あたりの駐車マス面積の  

     基準などにも適合する必要があります。  
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  １０．1 台当たりの駐車マス面積 

   （１）設置しなければならない駐車マス全体数をＸとすると  

      ① 幅２.５m 以上×奥行６m 以上の規模を（Ｘ × ０.３（端数切上げ））台 

      ② 幅２.３m 以上×奥行５m 以上の規模を（Ｘ － ①で求めた数値   ）台 

         の割合で設置していただくことになります。  

   （２）さらに、①の中に車椅子を利用される方の駐車スペースとして、幅３.５m 以上× 

        奥行６m 以上の規模のものを１台以上設置していただくことになります。  

   （３）荷さばき用駐車マス（これも①の台数に含まれます。）  

         幅３m 以上×奥行７.７m 以上×はり下３m 以上の規模 

 

  １１．隔地駐車 

駐車場整備地区及び、条例第１１条第３項の規定により市長が別に指定した区域（適

用区域概略図参照）については、附置義務対象建築物の敷地から、おおむね２００ｍ

以内の場所に、駐車施設を所有するか賃貸借契約※を結び、隔地駐車とした場合は、

附置義務対象建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなします。  

（契約書へは、契約期間満了の際双方に異議がない場合、契約を継続する旨を記載し、

隔地駐車施設へは附置義務対象建築物の施設名等を表示等することが望ましい。）  

※賃貸借契約とは、賃料の支払いが発生する契約をいいます。 

 

  １２．罰金 

罰金対象義務違反 罰  金  額 

駐車施設設置の台数、規模、 

管理義務等の違反 
５０万円以下 

報告義務違反等                          ２０万円以下 

届出義務違反                            １０万円以下 

 

  １３．届出の時期 

   （１）建築確認が必要な建築物に附置する駐車施設  

          建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認申請提出前 

   （２）建築確認を要しない建築物に附置する駐車施設   

           工事着手前
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算定例 

条件：駐車場整備地区に、延べ面積４ ,５００㎡（店舗部分２,５００㎡、共同住宅以外の

非特定用途２,０００㎡）の建築物を新築する場合。 

 

  （１）通常の設置義務台数算定 

      店舗部分        ２,５００㎡ ÷ １５０㎡  ＝  １６.６台 

      非特定用途部分  ２,０００㎡ ÷ ４５０㎡  ＝    ４.４台 

                                               計  ２１.０台 

 

  （２）延べ面積の合計が６,０００㎡未満のため、緩和式が適用になる。  

                                  1,000×( 6,000－4,500 ) 

        ２１.０× （ １－                                            ）  

                            6,000×( 2,500＋2,000÷2 )－1,000×4,500 

 

     ＝ ２１.０×（ １－０.０９０）＝２１.０×０.９１    ＝１９.１台 

                                 小数点以下を切り上げて  ２０台となります。 

 

 

（参考）特定用途とは 

   

「特定用途」  …  劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度

の大きい用途で政令で定めるもの。  

                                                     （駐車場法第２０条第１項） 

 

    ・政令（駐車場法施行令第１８条）で定める特定用途  

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結

婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、

ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の

店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場、（銀行） 

 

  「非特定用途」  …  「特定用途」以外の用途 

 

 

問合せ先 

小田原市都市部建築指導課 

審査担当 

３３－１４３５ 

 


